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AMP 308 塗装のモニタリングと保全プログラム（2020年版） 

 

プログラムの概要 

原子炉プラントの格納容器内の塗装の適切なメンテナンス (すなわち、USNRC規制ガイド

1.54、改訂 2[1]のサービスレベル Iとして定義されている) は、格納容器のサンプ／ドレンシス

テムを通じてリサイクルされる水に依存する事故後の安全システムの操作性を確保するために

不可欠である。塗装の劣化は、化学反応、温度、照射、紫外線[2]などによって引き起こされる

可能性があり、システムを流れる流量が減少しポンプにとって許容できないヘッドロスを引き起

こしうる非常用炉心冷却システム (ECCS) の吸引ストレーナの詰まりにつながる可能性がある。

腐食に対する塗装は、耐火性、耐照射性、精錬性など、ほとんどの特性に対する主な要件で

ある。 

これらサービスレベル Iの塗装の維持は、格納容器内の炭素鋼とコンクリートの表面 (例えば、

鋼製ライナー、鋼製格納容器シェル、構造用鋼、支持部、貫通部、コンクリート壁と床) に適用

され、炭素鋼部品の腐食による材料損失を防止または最小化し、除染を助ける役割も果た

す。 

USNRC規制ガイド 1.54、改訂 2[1]は、構造物の経年劣化管理に適切な格納容器内の炭素

鋼部位での腐食の影響を管理するために使用されるサービスレベル Iの塗装のモニタリング

及び保全プログラムのための許容可能な技術的根拠を記述している。 

ASTM D 5163-08[3]ガイドラインは、構造物の経年劣化管理に必要な、許容可能で一貫性の

ある要件を規定している。EPRI報告書 1019157[4]は ASTM標準ガイドラインに関する追加

情報を提供している。日本電気協会の参考文献[5]のように他の加盟国からの塗装材に関す

る追加ガイダンス文書も参照することができる。 

鋼製格納容器及びコンクリート製格納容器の鋼製ライナーの腐食を防止するために使用され

るサービスレベル Iの塗装は AMP301で規定された要求事項の対象であるが、AMP308の規

定は塗装のモニタリング及び保全プログラムが構造物の経年劣化管理にとって適切であること

を保証する。 

 

評価と技術的根拠 

1. 経年劣化の理解に基づく経年劣化管理プログラムの範囲： 

プログラムの最小適用範囲は、格納容器内の鋼鉄及びコンクリート表面 (例えば、鋼製ライナ 

ー、鋼製格納容器シェル、構造用鋼、支持部、貫通部、コンクリート壁と床) に塗布されるサー

ビスレベル Iの塗装であり、以下のように定義される。すなわち、「サービスレベル Iの塗装は、

原子炉格納容器内の、塗装の欠陥が事故後の流体システムの動作に悪影響を及ぼし、それ

によって安全なシャットダウンが損なわれる可能性のある領域に使用される。」である。 

本プログラムの適用範囲には、AMP301に準拠した腐食による材料損失を防止するために使

用されるサービスレベル Iの塗装も含まれる。 

 

2. 経年劣化を最小限に抑え、管理するための予防措置： 
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このプログラムは状態監視プログラムであり、いかなる予防措置も推奨しない。しかし、材料損

失を最小化するために使用される塗装を持つ原子炉プラントでは、このプログラムは予防措置

に相当する。 

 

3. 経年劣化の検出： 

検査計画及び使用する検査方法は、入炉時に、容易にアクセスできるすべての塗装表面に

対して実施する一般的な目視検査である。入炉後、または一般的な目視検査中に、事前に指

定されたエリアと入炉中に欠陥が指摘されたエリアについて、徹底的な目視検査を実施する。

徹底的な目視検査は、ECCSに関連するサンプまたはスクリーンの近くのすべての塗装につ

いても実施される。 

検査頻度は、燃料交換のための停止毎、または必要に応じてその他の主要な保全のための

停止時である。検査担当者、検査コーディネータ、及び検査結果の評価者は、承認された手

順に準拠して資格を有している。検査結果の現場文書が作成され、検査に必要な機器や設

備が選定される。 

モニタリングあるいは検出されるパラメータは、膨れ、亀裂、剥がれ、剥離、錆び、物理的損傷

などの目に見える欠陥である。 

検査計画の作成方法の詳細については、ASTM D 5163-08[3]などの技術ガイドラインが有効

な参考資料となる。 

 

4. 経年劣化のモニタリングと傾向分析： 

モニタリングと傾向分析では、過去 2回の検査前モニタリング報告書を確認し、検査報告書に

より同じ運転停止期間中に補修が必要な箇所、または将来の運転停止まで延期されるがその

間の監視期間中に補修が必要な箇所として、補修箇所の優先順位が行われる。事故後の

ECCS操作性を確証するために、格納容器内の劣化した塗装総量の定期検査と分析による評

価が、許可される劣化した塗装総量と比較される。 

ASTM D 5163-08[3]のような技術ガイドラインは、経年劣化の影響をモニタリングし、傾向分析

を行う方法に関する詳細な情報の有効な参考資料である。 

 

5. 経年劣化の緩和： 

ASTM D 5163-08[3]のような技術ガイドラインは、原子炉プラントのサービスレベル I塗装シス

テムの供用期間中にわたる塗装モニタリングプログラムを確立するための有効な参考資料で

ある。 

 

6. 許容基準： 

ASTM D 5163-08[3]のような技術ガイドラインには、欠陥のある塗装表面の特性評価、文書

化、及び試験のための許容される方法が記載されている。 

その他の公認ガイドラインには、観察された欠陥の重大性を評価するために使用可能な試験

方法が記載されている。評価は、膨れ、亀裂、剥がれ、剥離、錆びを対象とする。 
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検査報告書は、責任ある評価担当者によって評価され、評価担当者は調査結果の要約と、故

障またはその疑いの理由の分析を含む、今後の監視または修理のための推奨を作成する。

補修作業は、主要または軽微な欠陥部分に優先順位付けされる。 

 

7. 是正措置： 

許容基準を満たさない結果は評価され、適切な是正措置が取られるべきである。 

主要な欠陥部分については、適切であれば同じ運転停止期間中に修理できるよう、推奨され

る是正措置計画が必要となる。 

 

8. 運転経験のフィードバック及び研究開発結果のフィードバック： 

この AMPは、業界全体の一般的経験に対応する。関連するプラント特有の運転経験は、

AMPがプラントにとって適切であることを確証するために、プラント AMPの開発において考慮

される。プラント及び業界全体の運転経験と研究開発 (R&D) 結果を定期的に評価するフィー

ドバックプロセスを実施し、必要に応じて、プラント AMPを修正するか、又は、経年劣化管理

の継続的有効性を確保するための追加措置 (例えば、新しいプラント特有 AMPを開発する) 

をとる。 

塗装に関する運転経験として、以下の事例が報告されている。 

- 一部の BWR格納容器における腐食と劣化した塗装[6] 

- 塗装が、意図された用途に対して適切に施されいない、維持されていない、適格でなか

った[7] 

- 破片による ECCSストレーナーの目詰まり[8-9] 

- 一部のプラントにおける皮膜の剥がれ、剥離及び腐食[10] 

外部での運転経験の適切な情報源は、原子炉プラントにおけるコンクリート構造物の経年劣

化管理[11]である。 

上記の文書及び将来特定される他の関連する運転経験を考慮することが必要である。 

本 AMPの作成時点では、関連する研究開発は確認されていない。 

 

9. 品質管理： 

サイトの品質保証 (QA)手順、レビュー及び承認プロセス、並びに管理統制は、様々な国の規

制要件 (例えば 10 CFR Part 50, Appendix B[12]) に準拠して実施される。 
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